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東京都福祉保健局 

 少子社会対策部家庭支援課 

 

新型コロナウィルス感染症東京都対応策（第三弾）での 

学童クラブ等へのマスク配布について（依頼） 

 

 平素より、東京都の児童福祉施策の推進に御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、この度、「新型コロナウィルス感染症東京都緊急対応策（第３弾）」（３月１２日に発表）

としまして、今般のマスク不足の状況に鑑み、都が緊急に調達したマスクを学童クラブ等で使用

していただけるよう提供させていただくことになりました。 

 つきましては、各区市町村の管内にて、必要としている学童クラブ等へ速やかにお届けいただ

きますよう、御配慮のほどよろしくお願いいたします。 

  

 

記 

 

 

１ 配布対象施設・対象事業（児童福祉法に基づくもの） 

（１） 学童クラブ事業 

（２） 児童厚生施設（児童遊園を除く） 

（３） 子育てひろば事業 

 

２ 送付先及び配布枚数等 

（１） 送付先  各区市町村学童クラブ所管課宛一括送付 

（２） 配送日  ３月２５日（水曜日）～２７日（金曜日）の間のいずれかの日を予定 

（３）配布枚数  総計８万７千枚のマスクを、各区市町村の学童クラブ、児童館及び子育て

ひろばの職員数・開所日数等を鑑みて配分しています。 

よって、自治体によって配布枚数が異なります。（誠に恐れ入りますが、配

布枚数は、発送をもってお知らせいたします。） 

なお、マスクは箱単位（１箱あたり５００枚入り）での送付となります。 

 

３ その他 

（１） 学童クラブ所管課宛ての一括送付となりますので、担当所管が複数部署になる場合は、

内部で調整の上、配布していただくようお願い申し上げます。 

（２） 民設民営の事業及び施設についても配布対象となりますので、配布漏れ等がないよう

御注意ください。 

（３） マスクの配布枚数について事前に把握する必要がある場合は、下記担当まで連絡願い

ます。 

 

（担当） 

東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 

子育て事業担当 原田 山田 小川  電話：03-5320-4371 


